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労働衛生から観た職業潜水の問題点

池田知純

（埼玉医科大学衛生学教室・（社）日本潜水協会）

［対象］日本潜水協会（以下協会）による平成 9年度港

湾潜水士実数調査によれば，港湾潜水及び海中土木

作業に従事するいわゆる職業潜水士の数はおよそ5000

名ほどに上ると推定されているが，業務の形態が複数

の場所にわたること，労働時聞が季節によって左右さ

れることなどもあって，必ずしも確実で、はない。

［事故の分析］平成 2年～15年の14年間に協会で把握

した労働災害事案57件の内，致死例は34例にのぼる。

年間就労日数を250日，一日の就業時間を8時間，就

労者数を5000名とした条件下で，事故の発生数を反映

するとされる度数率及び事故の重症度も考慮に入れた

強度率を推定すると，それぞれ， 0.41及び1.82となる。

これを一般職種の値（それぞれ1.8前後と0.14前後）と比

較すると，職業潜水の度数率は低いものの，強度率で

は13倍にものぼり，到底受け容れ難い数値となってい

る。

［今後の課題］上に示したことから，致死例を減少させ

ることが現下もっとも重要と思われる。しかしながら，

安全に関する注意喚起が死亡事故の都度なされてい

るにも拘わらず状況が改善されていないことから，実効

のある方策を具体的に示すことは容易で、はない。とす

れば，代償的に労働単価を上昇させることも，ひとつの

方策として考慮すべきかもしれなしミ。

減圧表に関しては，それに起因する減圧症の明白

な発症は報告されていないものの，第38回及ぴ39回学

会で報告したごとく，信頼性に乏しく問題点が多いの

で，早急に見直すべきであろう。

そのほか，従来ほとんど注意されていなかった問題

として寒冷地潜水と汚染水域潜水がある。今後は事故

の防止のみならず，ダイパーの健康状態もより一層重

要視されるようになると思われるので，これらについて

も充分に対応すべきである。
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圧気潜函工法における問題点について

員野喜洋，山見信夫，柳下和慶，中山徹，芝山正

治，外川誠一郎，中山晴美，小宮正久，岡崎史紘，

塚田敏之

（束京医科歯科大学医学部附属病院高気圧治療部）

圧気潜函工法は国土の狭い地震国という我が国の

特殊な地勢にマッチした土木工法として，今日ではトン
ネル立坑，橋梁基礎等のコンクリ｝ト躯体を沈下させて

構築する幅広い地下構造物工事に欠かせない作業職
種と言え，土木工学上からみて安全，確実で、かっ安価

な技法であるが故に近年ではその工事内容がますま
す厳しくなり，より高い圧力下の作業をもカバーする傾
向にある。 この結果，安衛法に基づく高気圧障害防

止規則で定める標準減圧表，別表 1の最大圧力は
0.4MPa未満であるにもかかわらず，要求される作業
圧力は 0.6MPaに近づこうとしている。 このような高

気圧作業に対しては現行法規では対応できない。 そ
のために発生する代表的な問題点を列記すると
1 ）作業後の安全な減圧表が規定されていない。

2）空気による減圧管理はリスクが大き過ぎて使えない。
3）酸素減圧を行うことが標準化されていない。
4 )Helioxまたは Trimixgas等の混合ガス利用が規

定されていない。
5）昇降用エレベーター利用等の安全管理対策が標準

装備化されていない。

6）健康診断項目等が改正されておらず，十分とはい
えない。

7)衛生管理に係わる作業員への一次予防対策等の

配慮が欠落している。
8）現場における問題の多い空気による救急再圧員制

度をいまだに容認している。

9）その他
海外における圧気工法では減圧を行う場合には酸素

減圧設備を標準化し，より安全な減圧管理をおこなうこ
とが以前から推奨されているし，万一，減圧症が発生
した場合の再圧治療表から，表1,2, 3は既に廃棄され

ており，空気再庄治療は原則的に禁止されている。

0.3 MPaを超える圧気作業上は厚生労働大臣審査
を受けることになっており，混合ガス利用，エレベー
ター使用，酸素減圧という，いわゆる 3種の神器の利
用は可能で、はあるが，法律的な規制がないために発註

者側はコストの掛かるこれらの利用を積算に加えようと
したがらないし，容認してもかなり厳しい圧気作業環
境からの利用に制限される傾向にある。 圧気潜函工

法での減圧表が存在しない 0.4MPa以上の場合には
標準減圧表，別表2の潜水用減圧表を利用すればよ
い等と指導している地方の一部基準監督署も存在する
ようで，指導する行政側の圧気作業に対する指導内容
に気配りを欠いた対応があることも問題点の 1つに加

えても良いのかも知れない。
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